
(7)大阪体育大学における研究倫理に関する指針

（目的）

第１条　この指針は、大阪体育大学（以下「本学」という。）における研究者の研究活動に関し遵守すべ

き基本的な事項を定めることを目的とする。

（研究者の定義）

第２条　この指針において「研究者」とは、すべての学術分野において、新たな知識や技術を生み出す活

動、あるいは科学的な知識の利活用に従事する者をいい、教員のみならず、学生その他の者であっても

研究に携わるときは「研究者」に含まれる。

（研究者の責務）

第３条　研究者は、自らが生み出す知識や技術の質を自律的に保証する責任を有し、自らの知識や技術を

活かして、時代や社会の要請に応え、人類社会の発展に貢献するという責務を有する。

（研究者の行動）

第４条　研究者は、自律的な研究は社会からの信頼と付託があって初めて成り立つものであることを自覚

し、良心と信念にしたがってその行動を自ら厳正に律しなければならない。

（自己研鑽）

第５条　研究者は、自らの能力や知識・技術水準の向上をめざし、常に自己研鑽に努めなければならな

い。

（研究成果の公開と説明）

第６条　研究者は、社会に対し研究成果を積極的に公開・説明することにより、広く社会への還元に努め

るとともに、自己の研究についての説明責任を果たさなければならない。

（根拠の透明性）

第７条　研究者は、研究によって生み出される知識や技術の科学的根拠に関する透明性を保証しなければ

ならない。

（不正行為の禁止）

第８条　研究者は、計画の立案から成果の発表にいたるまでのすべての研究過程において、研究及び調査

のデータの記録保存や厳正な取扱いを徹底し、次に掲げる不正な行為は絶対に為さず、また、これに加

担してはならない。

（１）ねつ造（存在しないデータ、研究結果等を作成することをいう。）

（２）改ざん（研究に係る資料、機器又は過程を変更する操作を行い、データ、研究活動によって得ら

れた結果等を真正でないものに加工することをいう。）

（３）盗用（他の研究者のアイディア、分析若しくは解析方法、データ、研究結果、論文又は用語を、

当該研究者の了解を得ず又は適切な表示をすることなく流用することをいう。）

（インフォームド・コンセント）

第９条　研究者は、個人情報、データ等の提供を受けて研究を行う場合は、個人情報、データ等の提供者

に対し、その目的、収集方法等についてわかりやすく説明し、提供者の明確な同意を得なければならな

い。

（個人情報の保護）

第10条　研究者は、研究のために収集した資料、情報、データ等で個人を特定できるものについてはこれ

を他に漏らさないなど、個人情報の保護に充分に留意し、必要な措置を講じなければならない。

（共同研究者との関係）



第11条　研究者は、共同研究を実施するにあたっては、共同研究者が対等なパートナーであることを認識

し、お互いの学問的立場を尊重しなければならない。

（学生への配慮）

第12条　学生が研究に携わるときは、研究者は、学生に対して不当な取扱いがなされることがないよう配

慮しなければならない。

（研究協力者への配慮）

第13条　研究者は、研究協力者の個人の尊厳と基本的人権を尊重し、福利に配慮しなければならない。

（実験動物の取扱）

第14条　実験動物に関しては、科学的観点と動物愛護の観点から真摯な態度でこれを扱い、大阪体育大学

動物実験規則の定めるところによるものとする。

（安全管理）

第15条　研究者は、研究用装置・機器、薬品、材料等を使用するときは関係規程を遵守し、安全管理に努

めるとともに、研究の過程で生じた残渣物、使用済みの薬品、材料等について適正に処理しなければな

らない。

（研究費の取扱）

第16条　研究者は、研究費の財源が学費、国等からの補助金、民間からの寄附金等であることを常に意識

し、物品の購入、謝金・旅費の支払などその使用にあたっては、法令及び本学の諸規程に則り適正に使

用しなければならない。

（法令の遵守）

第17条　研究者は、研究の実施にあたっては、国際的に認められた規範、国内外の法令及び本学の諸規程

を遵守しなければならない。

（他の研究者との関係）

第18条　研究者は、他の研究者の研究成果を正当に評価するとともに、自らの研究に対する他の研究者か

らの意見等には誠実な態度で対処するものとする。

（差別の排除）

第19条　研究者は、研究活動において、文化、伝統、慣習、価値観の多様性に留意するとともに、人種、

性別、地位、思想その他による差別的取扱いをしてはならない。

（利益相反）

第20条　研究者は、本学の研究者としての責務と個人的な利益、あるいは本学における責務と本学以外に

おける責務との衝突、相反に十分に留意し、公共性と中立性を維持しながら、社会との連携活動の推進

に努めるものとする。

（大学の責務）

第21条　本学は、本指針について周知徹底を図り、研究倫理に関する意識の啓発に努めるとともに、諸規

程の整備その他必要な措置を講ずる責務を有する。

（研究倫理審査）

第22条　研究倫理の審査については、大阪体育大学研究公正委員会規程、研究公正委員会研究倫理審査部

会規程、大阪体育大学動物実験規則、研究公正委員会動物実験部会規程等の定めるところによるものと

する。

　

附則　この指針は、平成２２年２月２５日から施行する。



附則　この指針は、平成２８年４月１日から施行する。　


